
様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  ２０２４年 ６月２６日 

青森市長  様 

提出者                   

住 所 仙台市青葉区一番町１丁目８－１ 

氏 名 株式会社 ピーエス三菱 東北支店 

支店長  清水 俊一  

電話番号 ０２２－２２３－８１２１   

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  株式会社 ピーエス三菱 東北支店 

事 業 場 の 所 在 地  仙台市青葉区一番町１丁目８－１ ＨＦ仙台一番町ビル4Ｆ 

計 画 期 間  別紙参照 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事 業 の 種 類 
大分類：Ｄ－建設業 

中分類：０６－総合工事業 

②事 業 の 規 模 別紙参照 

③従 業 員 数 別紙参照 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
別紙参照 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（管理体制図） 

別紙参照 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

①現状 

【前年度（     年度）実績】          別紙参照 

産業廃棄物の種類

排 出 量 ｔ ｔ

（これまでに実施した取組） 

②計画 

【目標】                       別紙参照

産業廃棄物の種類

排 出 量 ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組） 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 



（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

（これまでに実施した取組） 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

（今後実施する予定の取組） 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

①現状 

【前年度（     年度）実績】  

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

（これまでに実施した取組） 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

（今後実施する予定の取組） 



（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量 

―ｔ ―ｔ

（これまでに実施した取組） 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量 

―ｔ ―ｔ

（今後実施する予定の取組） 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（２０２３年度）実績】        詳細別紙参照 

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 2,915ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組） 



（第５面） 

 ②計画 

【目標】                   詳細別紙参照 

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 1,458ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
1,458ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組） 

※事務処理欄   



（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月３０日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 



  産業廃棄物処理計画書

１． 会社概要

(1) 会社名   株式会社ピーエス三菱

(2) 資本金   ４２億１,８５０万円

(3) 従業員数  １,１１０人

２． 東北支店において行っている事業の概要

(1) 従業員数  １４０人 （２０２３年４月１日現在）

(2) 完成工事高 ９，９２６，６２６，４７０円（２０２３年度実績）

(3) 工事内容  橋梁工事、建築工事、土木工事 他

３． 計画期間

２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日

４．産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

   責任者及び管理組織図

   統括責任者    東北支店 支店長 清水 俊一

   廃棄物担当    安全品質環境室長 

支店処理  支店の処理体制の整備・目標の承認・計画の承認・その他必要事項

委員会 委員長＝支店長 委員＝関連部署長 事務局＝安全品質環境室担当

  役 処理統括  管下の事業場の廃棄物処理・リサイクルの計画作成と実施及び記録を

  割  責任者 総括管理する

    安全品質   支店目標・重点実施事項・処理規程等の作成 社員・委託業者の教育

     環境室担当 事業場への情報提供・支援 監督諸官庁への報告 その他必要事項

              建設副産物処理管理組織

   本社   中央廃棄物処理･ﾘｻｲｸﾙ委員長    中央廃棄物処理･ﾘｻｲｸﾙ委員会

（ 取 締 役 担 当 役 員 ）

   支店   支店廃棄物処理･ﾘｻｲｸﾙ委員長    支店廃棄物処理･ﾘｻｲｸﾙ委員会

（ 支 店 長 ）

        建設副産物処理総括責任者

（各工事部長及び工場長）

   作業所  建 設 副 産 物 処 理 責 任 者    

（ 作 業 所 長 ）       

      建 設 副 産 物 処 理 担 当 者             

（作業所担当者）



５．建設副産物の処理に関する事項

１）基本方針

   『３Ｒの取り組みを充実させ、廃棄物などの循環資源が適正・有効に利用・処分

される循環型社会を構築する』の理念に基づき、重点目標を定め積極的に取り組み、

環境保全に貢献する。

２）重点目標

(1)国連で採択された取り組みである「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」のター

    ゲットの１つである「廃棄物の発生防止、削除、再生利用及び再利用により、廃

棄物の発生を大幅削減すること」に基づき、廃棄物の発生抑制、再資源化、再生

利用を徹底する。

具体的には、再資源化率・縮減率について、国交省「建設リサイクル推進計画 2020」
建設廃棄物対象項目等を参考に目標値を定め、達成を目指す。

(2)環境関連法規制等を遵守し、廃棄物の適正処理を徹底する。

３）重点実施項目

(1) 建設廃棄物の発生抑制となる工法等の採用推進、計画の策定と管理の実施 

I. 発生抑制による環境負荷低減のため、ＰＣ技術を核とする建設廃棄物発生抑

制工法等の採用を推進する。 

II. 設計・計画の段階で建設廃棄物の発生抑制に有効な工法、材料等の採用を提

案する。 

① ＲＣ在来工法等に替えて、ＰＣａ工法、ＰＣａ部材の採用を推進する。

② 建設廃棄物の発生抑制事例（国土交通省ＨＰほか）からの採用や、廃棄 

物発生抑制に係る技術提案を行う。 

③ 顧客の要求事項及び法的要求事項等に基づき、当該工事に適応した施工計

画（品質計画書、施工計画書等）を立案し、実施する。 

④ 定められた検査（受入検査、工程内検査等）を確実に実施し、不具合発生

に起因する廃棄物の発生量増加を防止する。 

⑤ 資材注文時の積算精度を上げることで、余剰となり廃棄する不要材を低減

する。

(2) 分別解体等の徹底及び再資源化率・縮減率の向上と維持 

I. 分別解体等の徹底

① 処理計画等の策定（産業廃棄物処理計画書,再生資源利用[促進]計画書等、

分別解体等の計画等）、分別ヤードの拡充、分かり易い分別品目の表示等の

見える化を促進する。 

② 発生段階から分別を徹底し、建設混合廃棄物の発生量を低減することで、再



資源化・縮減率の向上及び建設混合廃棄物の排出率を低減する。 

③ 解体工事及び改修工事の開始前(必要に応じて施工中)に既存構築物の付着物

などに関する調査を十分に行いその結果を記録に残すと共に、アスベスト

(石綿)、水銀使用製品産業廃棄物、ＰＣＢ等の有害物の分別と、適正処理を

徹底する。

④ 委託処理に際しては、広域認定制度（石膏ボード等、廃棄物処理法上の処分

許可を不要とする特例制度）等の活用をはじめ、リサイクルルート（不要と

なったものをもう一度資源に戻す仕組み）の確保に留意して実施する（適正

処理を優先する）。

II. 目標設定の留意点

① アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊 

過去５年間国土交通省の目標値を上回る高い再資源化率を達成している

が、今後とも維持するべく、目標値は100％とする。 

② 建設発生木材 

国土交通省の目標値を上回る実績となっているが、引き続き再資源化・縮

減率の維持・向上を目指し、目標値は99%以上とする。 

③ 建設汚泥 

年度によって実績数値のばらつきがある。2019年度においては、東北支店

における発注物件の特記仕様書にて、建設汚泥について最終処分とする内容

があり、発注者に対し当社としては変更依頼を申し出たが、認めては貰えず、

最終処分とした事例により、大幅な悪化となった。発注条件等に左右される

ことがありえるが、本年度も引き続き、国土交通省の目標値を見据えて、再

資源化率・縮減率90%以上とする。 

④ 建設混合廃棄物

分別解体等の徹底における目標数値として、当社実績を踏まえ、全廃棄物

発生量に対する建設混合廃棄物の排出率を 2.5%以下（重量比）とする。

⑤ 建設廃棄物全体

再資源化・縮減率の向上における目標数値として、国土交通省の目標値に

合わせて 98%以上（重量比）とする。

(3) 関係法令・条例等の遵守徹底による建設廃棄物適正処理の徹底 

I. 関係法令・条例の遵守（地域・近隣協定、構内規約等を含む）

① 関係法令が改正された場合、その内容を理解・周知し、改正法令施行後は遵

守を徹底する。

② 着工前に当該地域の条例（地域・近隣協定や構内規約等を含む）を調査、そ

の内容を理解し、遵守する。特に条例は自治体の事情特有の追加要求（上乗

せ規制）や適用範囲の拡大（横出し規制）の有無に十分注意する。

③ 確実な遵守を目的として、社員および協力会社への教育を実施する。



④ 法令遵守の結果は日々のモニタリングと定期的な遵守評価を実施し、記録と

して残す。

II. 産業廃棄物処理の委託基準遵守による適正処理の徹底

① 産業廃棄物処理業許可を有し、委託する内容が業許可の範囲に含まれる者へ

の処理委託 

② 処理状況の事前確認（現地及び書類） 

③ 要件を満たした書面による処理委託契約の締結

（収集運搬契約、処理契約それぞれに実施）

④ 委託契約書の保存（５年間）及びマニフェスト伝票の保存（５年間）

⑤ 特別管理産業廃棄物の内容に関する文書による通知

⑥ 委託する廃棄物処理業者に対して、必要に応じた頻度の追跡調査及び現地

確認調査等を実施し、写真を含めて記録に残す（努力義務だが行政処分の

処理指針の内容に留意して実施）。

⑦ 廃棄物処理・リサイクル業務について、集合教育等を実施し、必要な知識の

定着と拡充を図る。

⑧ 産業廃棄物と建設発生土は分別を徹底し、それぞれ適正に処理する。

⑨ 電子マニフェストは各場所の状況に応じ導入を推進する。

⑩ 作業所・事業所は支店への報告はＰＭ産廃システムにより行い、排出量、有

価物量、建設発生土量等は適切に入力するとともに実績を確認する。

⑪ 本社及び支店は、ＰＭ産廃システムのデータ維持管理を適切に行う。

⑫ 可能な限り、優良産廃処理業者（環境省ＨＰ参照）を採用する。

⑬ 必要に応じ、発注者・監督官庁等を交えて打合せを行い、得られた個別の指

導等に従い、施工・処理を実施する。 

(4) 土壌汚染・水質汚染等の環境汚染対策推進

   土壌汚染調査、浄化工事、土壌改良工事等及び、作業所・施工場所周辺の

環境汚染について意識をもって十分に把握し、分析・調査・特定・対策を講

じた上で、当社の従来業務を促進し、環境保全に貢献する。

(5) 建設リサイクルスローガン

「 リサイクル 少しの工夫と あなたのモラル 未来を作る エコ活動」



６．廃棄物処理計画　フローシート

工事現場 分　　別 処理委託

コンクリートがら 破砕処理（再生資源）

埋立処分（安定型）

工 アスコンがら　　 破砕処理（再生資源）

事 　　　　　　　　　　 埋立処分（安定型）

工 その他がれき類　　 破砕処理（再生資源）

事 　　　　　　　　　　 埋立処分（安定型）

に ガラス・陶磁器くず 破砕処理（減量化）

伴 　　　　　　　　　　 埋立処分（安定型）

う 廃プラスチック類 破砕処理（安定型）

建 　　　　　　　　　　 埋立処分（安定型）

設 金属くず　　　 破砕処理（再生資源）

副 　　　　　　　　　　 埋立処分（安定型）

産 建設汚泥 乾燥処理（再生資源）

物 　　　　　　　　　　 埋立処分（安定型）

の 紙くず　　　　 破砕処理（再生資源）

発 焼却処理　 埋立処分(管理型)

生 建設木くず 破砕処理（再生資源）

　　　　　　　　　　 焼却処理　 埋立処分(管理型)

廃石膏ボード 破砕処理（再生資源）

埋立処分（管理型）

混合廃棄物(可燃物) 焼却処理 埋立処分(管理型)

　　　　　　　　　　 埋立処分（管理型）

混合廃棄物(不燃物) 破砕処理（減量化）

埋立処分（安定型）

７．連 絡 先
　　住　所　仙台市青葉区一番町１丁目８番１号
　　ＴＥＬ  　０２２－２２２－３８７９
    担当者　㈱ピーエス三菱　東北支店　　安全品質環境室長



コンクリートがら 18 9 8 1

アスコンがら

その他がれき類 2,530 1,265 1,252 13

小　計 2,548 1,274 0 0 0 0 0 0 1,260 14 0

ガラス・陶磁器くず 4 2 1 1

ガラス・陶磁器くず（石綿含有）

小　計 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1

廃プラスチック類 24 12 11 1

小　計 24 12 0 0 0 0 0 0 11 1 0

ゴムくず

小　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金属くず 8 4 4

小　計 8 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0

建設汚泥 214 107 106 1

小　計 214 107 0 0 0 0 0 0 106 1 0

1 1 1

段ボール

小　計 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

建設木くず 29 14 14

木くず(伐木除根材等) 56 28 28

小　計 86 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0

繊維くず 1 1 1

小　計 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

廃石膏ボード 20 10 10

小　計 20 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0

10 5 5

小　計 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

安定型

管理型

小　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
2,916 1,458 0 0 0 0 0 0 1,436 16 6

本年度の目標前年度の
産業廃棄物
発生量

青森市

再生 中間処理
（再生以外）

最終処分

⑧委託処分量④自己中間
処理量

⑤自己中間
処理残さ量

⑥自己中間
処理後再生
利用量

⑦自己中間
処理後直接
埋立処分又
は海洋投入
量

①産業廃棄物
発生量

②自己直接
再生利用量

③自己直接埋
立処分又は海
洋投入量

廃プラスチック類

ガラス・陶磁器くず

がれき類

金属くず

ゴムくず

電線くず

廃石膏ボード

繊維くず

木くず

計

建設混合廃棄物
蛍光管

紙くず

汚泥

その他管理廃棄物

受注物件不明につき昨年の実績を基に計画として記入


